
 

「介護予防訪問介護相当サービス」重要事項説明書 
 

令和７年４月 1 日現在  

 

当事業所は、利用者に対して介護予防訪問介護相当サービス（以下「サービス」という。）

を提供します。事業所の概要や提供するサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを

次のとおり説明します。 

 

１ 事業者 

（１）法 人 名  社会福祉法人草加市社会福祉協議会 

（２）法人所在地  草加市松江一丁目１番３２号 

（３）電話番号  ０４８－９３２－６７７７ 

（４）代表者氏名  会長 乕溪 文有 

（５）設立年月日  昭和４３年１２月２３日 

 

２ 事業所の概要 

（１）事業所の種類 介護予防訪問介護相当サービス事業所 

（２）指定年月日 平成３０年４月１日 

（３）事業所番号 １１７１８００２６９ 

（４）事業の目的  

当事業所は、介護保険法の理念に基づき、利用者が居宅において、その有する能力に

応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう援助することを目的としま

す。 

（５）事業所の名称  社会福祉法人草加市社会福祉協議会 

（６）事業所の所在地 草加市松江一丁目１番３２号 

（７）電 話 番 号 ０４８－９３２－６７７７ 

（８）管 理 者 氏 名 浅井 健至 

（９）当事業所の運営方針 

① 当事業所は、利用者の心身の特性をふまえて、その有する能力に応じ自立した、日

常生活を営むことができるよう身体介護や生活援助、その他の支援を行います｡ 

② サービスの実施にあたっては、草加市や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス

等との綿密な連携を図り、自立支援・重度化防止のため、適切なサービスの提供に努

めます｡ 

（１０）通常の事業の実施地域 草加市 

（１１）営業日及び営業時間等 

① 営業日 

 ア 窓口業務 月～土曜日  

（ただし、祝日及び１２月２９日から１月３日までは除きます｡） 

イ サービス提供日 毎日 

② 営業時間  

ア 窓口業務 午前８時３０分～午後５時１５分 

イ サービス提供時間  午前５時～午後９時 

（２４時間対応可能な体制をとっていますのでご相談ください。） 

③ 連絡体制 

電話により、午前５時から午後９時までは連絡できる体制をとっています｡ 



３ 職員の体制 

 各事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。 

（１） 管理者 介護福祉士 １人 

管理者は、各事業所の従業員の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

（２） サービス提供責任者 介護福祉士 ３人以上（うち１人は管理者が兼務） 

サービス提供責任者は、各事業所に対する介護予防訪問介護相当サービスの利用の申

し込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導及び介護予防訪問介護計画の作成

等を行うとともに、自らも介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たるものとする。 

（３） 訪問介護員等 常勤換算方法による２．５人以上（介護福祉士・訪問介護員養成研修

２級課程以上及びこれに相当する研修課程修了者） 

訪問介護員等は、介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たる。 

 

４ サービス内容 

 サービスの内容は次のとおりです。 

（１）身体介護 

  入浴・排せつ・食事・更衣・清拭等の見守りや声掛けなど 

（２）生活援助 

  調理・洗濯・衣類の整理・被服の補修・掃除・買物等の日常生活上の援助など 

※介護保険制度は、サービスの実施にあたって「身体介護」「生活介護」ともに、「できない

ことは、支援する」「できることは、自分で行う」「できないこともできるように支援してい

く」方針でサービスが提供されます。 

５ 利用料金等 

（１）利用料金 

サービスを利用したときの利用料は、別添２のとおりです。 

なお、利用者が支払う利用者負担金は、原則として負担割合証に記載された割合による

金額となります。 

（２）解約料 

  利用者は、１週間の予告期間をおいて文書で通知することにより契約を解約することが

でき、料金は一切かかりません｡ 

（３）利用料金等の支払方法 

利用料金等は、1 か月ごとに計算し、請求します。次のいずれかによる方法を選んでく

ださい。 

支 払 い 方 法 支払いの要件等 

口 座 振 替 

サービスを利用した月の翌月２６日に、利用者が指定する口座か

ら引き落とします。 

（当事業所指定の口座振替代行会社をご利用ください） 

現 金 払 い 請求書が到着してから１か月以内に、お支払いください。 

※口座振替の場合、初回利用月の利用料は、現金でのお支払いか翌月の利用料との合算

となります。 

（４）光熱水費等 



訪問介護員がサービスを実施するために使用する水道、ガス、電気、電話等の実費は、

利用者の負担となります。 

 

６ 訪問介護員の禁止行為 

訪問介護員は、サービスの提供に当って次に該当する行為は行いません。 

① 医療行為 

② 利用者又はご家族等の金銭、預貯金通帳、証書、書類等の預かり 

③ 利用者又はそのご家族からの金銭や、物品、飲食の授受 

④ 契約者のご家族等に対するサービスの提供 

⑤ 飲酒、喫煙及び飲食 

⑥ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命又は身

体を保護するため、緊急やむを得ない場合除く。） 

⑦ 利用者又はそのご家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動及びその他

迷惑行為 

⑧ 日常生活の範囲を超えたサービス（大掃除、庭の掃除等） 

 

（２）利用者及び家族等の禁止行為 

利用者及びその家族による、訪問介護員に対する次の行為は禁止されています。 

① セクシャルハラスメント、飲酒の強要、暴力行為、その他迷惑行為 

② 身体及び財物の損傷、または損壊すること 

  ※利用者が酒酔い状態の場合は、サービスの提供を行いません 

（３）その他 

他者の入室や室内待機により、サービスの妨げになる場合は、お断りする場合がありま

す。 

７ サービス実施の記録について 

（１）サービス実施記録の確認 

当事業所では、サービス提供ごとに実施日時及び実施したサービス内容などを記録し、

利用者にその内容を確認していただきます。内容に間違いや意見があれば、いつでも申し

出てください。なお、居宅介護計画書及びサービス実施記録等は、５年間保存します。 

８ 事故発生時の対応 

サービスの提供により、事故が発生した場合は、都道府県、市町村、利用者の家族等に

連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

また、サービス提供により、事業者の責めに帰した賠償すべき事故が発生した場合は、

損害賠償を速やかに行います。 

９ 損害賠償保険への加入 

当事業所は、社会福祉法人全国社会福祉協議会を通じて、次の損害賠償保険に加入して

います。 

保 険 会 社 ：  損害保険ジャパン株式会社 

保 険 名   ：  福祉サービス総合補償 

 

１０ 虐待の防止について 

当事業所は利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のために、下記の対策を講じます。 

（１）虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者：新井 諭(介護課長) 

電話：０４８－９３２－６７７７    ＦＡＸ：０４８－９３２－６７７９ 



受付時間：毎週月～土曜日（祝日及び１２月２９日～１月３日を除く） 

      午前８時３０分～午後５時１５分 

（２）成年後見制度の利用を支援します。 

（３）苦情解決体制を整備しています。 

（４）従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 

（５）虐待防止委員会を設置し、虐待の未然防止や、虐待事案発生時の検証、再発防止策の

検討等を行います。 

１１ 感染症の予防及びまん延防止 

  感染症の発生およびまん延を防止するために、対策を検討する委員会の開催、指針の     

整備、訓練（シミュレーション）を実施します。 

  感染症発生時には感染症予防及びまん延防止の為、発生状況によって、当該市町村や関

連する公的機関、居宅サービス事業者医療機関等に、医療機関等に報告を行い、利用者に

必要な援助を行います。 

１２ 業務継続計画 

  感染症や非常災害の発生でも、利用者へのサービスを継続的に実施するためと。非常  

時の体制で、早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定し、当該計画に従い必要な

措置を講じます。  

  

１３ 秘密の保持と個人情報の保護について 

（１）利用者及びその家族に関する秘密の保持について 

① 事業者及び従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密

を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 

② この秘密保持義務は、サービス契約が終了後も継続します。 

③ 事業所は従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従

業者が退職した後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者と雇用契約の内

容とします。 

（２）個人情報の保護について 

① 事業所は利用者、家族からあらかじめ文章で同意を得ない限りサービス担当者会議

等において利用者、家族の個人情報を用いません。 

② 事業所は利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録（電磁記録も含む）

については注意を持って管理し、処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとしま

す。 

③ 事業所が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示する事と

し、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を

行い、利用目的の達成に必要な範囲で訂正等を行うものとします。（開示に際して必要

な複写料などの諸費用は、利用者の負担となります） 

１４ 緊急時対応について 

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、速やかに

主治医の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者があらかじめ、指

定する連絡先にも連絡します。 

 

（１）緊急時対応の連絡先   



 

電  話：(直通)９３２－６７７７   

Ｆ Ａ Ｘ：９３２－６７７９ 

 

対応時間：サービス提供時間と同様、朝５時から２１時まで 

 

（２）利用者様について  
① 緊急連絡先 

連絡先 住所 ： 

氏 名：           続柄： 

電話番号：          

携帯電話： 

 

 

 

 
② かかりつけ医療機関 

医療機関名  診療科  

所在地 

主治医  電話番号  

 

１５ 利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 

（１）アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取組み  あり 

（２）埼玉県福祉サービス第三者評価の実施  なし   

   結果の公表              なし 

（３）その他機関による第三者評価の実施   なし 

   結果の公表              なし 

 

１６ 相談、苦情等の窓口 

（１）当事業所の窓口 

  当事業所の指定訪問介護に関する相談、苦情を承ります｡ 

 

 

☆ 相 談 等 窓 口 ☆ 

担  当：管理者 浅井 健至 

電  話：(直通)９３２－６７７７  (代表)９３２－６７７０ 

Ｆ Ａ Ｘ：９３２－６７７９ 

受付時間：月曜日から土曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分までです｡た

だし、祝日及び１２月２９日から１月３日までは除きます。 

※ ご不明な点はどんなことでもお尋ねください｡ 

（２）「第三者委員」の設置 

  当事業所では、地域にお住まいの方を第三者委員に選任し、地域住民の立場から中立公



正に対処するために、当事業所のサービスに対するご意見もいただいており、当事業所の

苦情やご意見を「第三者委員」に相談することもできます。 

草加市社会福祉協議会 

第三者委員 

電 話 ９３２－６７７０（代表） 

委員名 小松崎文貴・大矢浩子・髙橋和子 

 

（３）その他の苦情等の窓口 

草加市健康福祉部介護保険課 
電 話 ９２２－０１５１（代表） 

ＦＡＸ ９２２－３２７９ 

埼玉県国民健康保険団体連合会 
電 話 ０４８－８２４－２５６８ 

ＦＡＸ ０４８－８２４－２５６１ 

  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

訪問介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました｡ 

事 業 者   

事 業 者 名  社会福祉法人草加市社会福祉協議会 

所  在  地  草加市松江一丁目１番３２号 

代  表  者  会 長  乕溪 文有    印 

 

    説 明 者（サービス提供責任者） 

氏     名                印          

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、訪問介護サービスの提供開始

に同意しました｡ 

利 用 者 

住     所 

氏     名                      印 

代 理 人 

住     所 

氏     名                      印 

利用者との関係 



            個人情報使用同意書 

 

私自身及び家族の個人情報につきましては、個別支援計画に沿って円滑にサービスを

提供するために実施される事業所内における担当者会議、私の利用するサービスに係る

他の事業所との連絡調整において必要な場合、緊急時における病院等への情報提供等、

必要最小限の範囲において個人情報を使用することに同意します。 

 

 

  年  月  日 

利 用 者 住所                  

氏名             印    

 

代 理 人 住所                  

氏名             印    

続柄                  

 

家族等代表 住所                  

氏名             印    

続柄                  

    

＜ご注意＞ 

ご同意いただけないときには、希望されるサービスが受けられない場合があります。あらか

じめご了承ください。 



別添１ 

《利用料金表》＊金額設定につきましては、地区区分別１単位の単価（5級地 10.70円）を乗じた金額で

計算されています。 

  

要支援 1・2、事業対象者  

介護予防訪問介護相当サービスは、１回でもサービスが実施されれば、原則として月額の

利用者負担額を請求します。 

 

サービス提供区分 利用料 
利用者負担額 

1割 2割 3割 

訪問型独自サービスⅠ 

（週１回程度の利用） 

月 額 12,583円／月 1,258円／月 2,516円／月 3,774円／月 

日割り 417円／日 41円／日 82円／日 123円／日 

訪問型独自サービスⅡ 

（週２回程度の利用） 

月 額 25,134円／月 2,513円／月 5,026円／月 7,539円／月 

日割り 834円／日 83円／日 166円／日 249円／日 

訪問型独自サービスⅢ 

（週３回程度の利用） 

月 額 39,878円／月 3,987円／月 7,974円／月 11,961円／月 

日割り 1,326円／日 132円／日 264円／日 396円／日 

 

 

初回加算（初回のみ 2,140円） 
（新規又は過去２か月において当事業所からのサービ

スを受けていない利用者に対し、加算されます。） 

利用者負担額 

1割 2割 3割 

214円 428円 642円 

介護職員等処遇改善加算 Ⅰ 月 全ての利用者負担額に 24.5％が加算されます。 

令和７年４月１日現在 

 


